
大分県子育て応援活動推進事業費補助金募集要項 

 

１ 目的 

  この事業は、「こどもを対象に行う支援活動、子育て家庭の身体的・精神

的負担軽減につながる活動」（以下、「地域の子育て応援活動」という。）

を行う団体に対し、活動の拡大や新たな支援活動の立ち上げに要する経費を

県が補助することにより、地域の子育て応援機能の強化を目的とします。 

 

２ 対象団体 

  以下の条件をすべて満たす団体とします。 

 （１）大分県に活動拠点を置く団体であること。 

 （２）構成人数が５人以上である団体であること。 

 （３）団体及びその構成員が、暴力団員（暴力団員による不当な行為の防止

等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条第６号に規定する暴

力団員をいう。以下同じ。）又は暴力団（同条第２号に規定する暴力

団をいう。以下同じ。）若しくは暴力団員と密接な関係を持つもので

ないこと。 

 （４）政治活動及び宗教活動を目的としない団体であること。 

 

３ 対象経費 

  営利を目的としない地域の子育て応援活動の拡大や新たな支援活動の立ち

上げに要する経費のうち以下の経費とします。 

科  目  補助対象経費の内訳 

賃金 活動において必要となる臨時的アルバイトの費用等 

報償費 活動において支払われる専門家・講師等に対する謝金等 

旅費 

 

活動において支払われる専門家・講師等に対する旅費や事業

を進める上で必要な交通費等 

需用費 

 

 

事業を進める上で必要な物品、事務用品等（単体で取得価格

が５万円以内） 

事業を進める上で必要なパンフレット等の印刷代、会議資料

印刷費等 

役務費 

 

事業を進める上で必要な電話等の通信費運搬費、手数料、 

各種保険料等 

イベント等に必要な広告・宣伝の費用等 

委託料 ホームページ制作委託費等 

使用料及び賃借料 

 

事業を進める上で必要な会場や機器の等の借上料、有料道路

通行料、駐車場料等 

負担金 研修会等参加費等 

（注）補助金の交付決定後から年度内に支出するもので、事業の実施に必

要最低限の経費とします。 

なお、補助対象活動は令和８年２月２８日までに完了してください。 



４ 補助の対象とならないもの 

次に掲げる事項に該当する場合は、対象経費外とします。 

（１）事業実施主体の運営経費 

（２）特定の個人、企業の財産形成又は営利を主たる目的とするもの 

（３）宗教活動又は政治活動を目的とするもの 

（４）実施主体の内部の者に対する報償費 

（５）食糧費 

（６）出資・出捐・貸付及び不動産取得に要するもの 

（７）その他知事が不適当と認めるもの 

  次のような活動は補助の対象となりません。 

（１）会員相互の親睦を目的としたもの 

（２）特定の人や団体の利益を目的とする活動 

（３）会員のみを対象とする活動 

（４）営利団体の行う営業目的の活動 

 

５ 補助率、補助上限額 

補助率  １０／１０以内 

補助上限 上限２０万円 

 

６ 応募手続き 

（１）応募期限 

令和７年７月２８日（月）１７時００分（必着） 

ただし、予算に達しないときは、二次募集を行う。 

（２）申請書類 

①大分県子育て応援活動推進事業実施計画書（第１号様式） 

②事業計画書（第２号様式） 

③収支予算書（第３号様式） 

④団体概要書（第４号様式） 

⑤誓約書（第５号様式） 

（３）募集団体数 

１０団体程度 

（４）応募方法 

電子申請または下記応募先に１部郵送もしくは持参してください。 

応募に必要な書類の作成に要した費用や送料等、応募に係る経費は全

て応募者の負担となります。 

なお、提出された書類は返還しません。 

 

 

 

 



（５）問い合わせ・応募先 

大分県 福祉保健部 こども未来課 子育て支援班 

〒８７０－８５０１ 大分市大手町３丁目１番１号 

電 話 ０９７－５０６－２７１３ 

ＦＡＸ ０９７－５０６－１７３９ 

メール a12470@pref.oita.lg.jp 

 

７ 対象団体の決定 

（１）選考方法 

対象団体は、書類審査により決定します。 

（２）審査基準 

  審査基準は以下のとおりです。 

 審査項目        審査基準（着眼点） 

 応募資格 応募資格を満たしているか 

 事業趣旨 補助金の趣旨に合致した事業か 

 事業効果 

 

地域の子育て応援活動の拡大または新たな支援

活動の立ち上げが見込まれるか 

一過性のものでないか 

 公益性 多くの県民の支援につながるか 

 実現可能性 事業内容の実現が可能か 

 発展性 

 

将来的に活動が拡大し、広く地域や社会に寄与

する波及効果が見込めるか 

 予算 予算は概ね妥当か 

（３）選考結果 

選考結果は応募のあった全ての団体に文書でお知らせします。 

（４）決定の取り消し 

    次のいずれかに該当する場合は、決定を取り消すことがあります。 

①提出書類に虚偽の記載がある場合 

②選考結果に影響を与えるような不誠実な行為があった場合 

③その他、募集要項に違反した場合 

 

８ 対象決定団体の手続き 

 補助事業の対象先に決定した団体（以下「補助事業者」という）は、大

分県子育て応援活動推進事業費補助金交付要綱（以下「要綱」という）に

従って手続きを行ってください。 

 なお、補助金の支払は事業完了後の精算払とします。 

 

９ 実績報告 

 活動終了後３０日以内または、令和８年４月２０日（月）のいずれか早

い日までに、要綱に基づき書類を提出してください。 

 なお、この補助金に係る収入及び支出を明らかにした預金通帳、金銭（預

金）出納簿等の帳簿及び契約書、領収書等の証拠書類は、補助事業の完了
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した日の属する年度の翌年度から起算して１０年間整備保管してくださ

い。 

 

10 留意事項 

①本事業の実施状況や成果を優良事例として県ホームページ等で広報する予

定です。 

公開可能な写真の提供や活動内容の報告について協力してください。 

②その他大分県補助金等交付規則、大分県子育て応援活動推進事業実施要領

及び大分県子育て応援活動推進事業費補助金交付要綱の定めに従ってくだ

さい。 

 


